
世界の文書館・日本の文 書 館

安 i幸秀一

第12回全史料協年次大会の共通論題は 「望ましい文書館像」であります。私の掲げた論題はややそ
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れから 外れる感もありますが，「望ましい文書館像」を考える上で，多少，世界的な視野で見れは、，ど

うなるかという風にお聞きいただけれは、有難いと思います。

1 .国際比較の問題点

世界的な視野の中での日本ということであれ

ば， 日本の文書館制度についての国際比較をま

ず考えねばなりません。比較の基準はいろいろ

考えられます。第一に，制度としての文書館を

支える法的基盤がどう整備されているか，いい

かえれは¥国として歴史研究に必要な原記録の

永久保存について，国・地方，民間団体(企業)

を対象とした永久保存義務が体系的に法制化さ

れているかどうかの比較であります。その法規

のなかに史料保存の専門職制度としてのアーキ

ヴィスト配置が義務付けられているかどうかも

重要であります。これを最初に云ってしまいま

すと，固としての文書館基本法の無い日本は比

較の対象にならないということになりますが，

法制定が努力目標になるということであります。

二つめは現実に存在する文書館のあり方につ

いての比較であります。これは一種の知的文化

的水準比較にもなりそうです。文書館国際評議

会加盟117ヵ国のうち，文書館法が整備されてい

ない国は数えるほどしかありません。とはいえ

日本には事実上の文書館が存在していますので，

例えば，その史料保有量を国，地方自治体の文

書館と分けて較べることは出来ます。比較の対

象になるのは，保有史料の量だけではありませ

ん。保有している史料の時間的幅もそうですし，

職員とくに有資格アーキヴィストという専門職

の人数や，待遇も比較できますし，文書館の設

備，複写や修復とか，書庫の空調とかもありま

す。

そうした数字は， ICA発行の 「アルキュウム」

22-23巻，あるいは，国立公文書館報'~ヒの丸」

17号所載 「世界の主要公文書館職員数比較表」

「発展途上国の公文書館職員数」などにあがっ

ています。ただ絶対数だけで較べてみるよりも，

人口密度当りとか，国民所得一人当りとかの数

値を使い，相対値を算出して較べる方カ¥位置

付けをはっきりさせられると思います。それは

アーカイヴズという情報資源を，歴史的文化的

資産としてどれだけ蓄積しているのかというこ

と，つまりストックとしての情報資源量を国富

の構成部分というかたちで、測定できるであろう

ということであります。

ただ申しわけないことに，そうした計算結果

をお示しできるほどに準備をしておりませんの

で，ここではアイデアを申しあげ、るにとどめま

す。ここで強調しておきたいことは，情報フロ

ウである記録生産量と，情報スト ックとしての

保存記録(史料)量での国際比較によって，知的

文化的水準のあり方を測定できるであろうとい

うことなのです。これまで社会資本ないし公共

資本=文化施設について，道路や公園施設，電

信 ・電話の普及率とか，図書館 ・博物館・音楽

堂の普及率とかが考えられてきました。しかし

いまはアーカイヴズ(文書館)という知的文化的

ストックを国民的利用に提供するサーヴィス ・

システムがどう整備されているかという視点か

ら 「望ましい文書館像」を構築すべきでありま

しょう 。

2.文書館学の必要性

「望まし い文書館像」をかたちづくる ための

骨組や条件は，いろいろとあげることができま

す。そのいろいろある中で，ささほど 「有資格

のアーキウィスト 」 という 言葉を使いました。

つま り建物や設備，そして保存史料という物理

的要素とともに，欠くことのできないのが人間

的要素であります。保存史料を物理的に保存し

ていくためには，必要な物理的保存環境だけ整

備しでありますというのでは，充分とは云えま

せん。建物や設備をその目的に添うように維持

することに心をつかい，また保存史料そのもの

の維持管理を職務とする専門家も必要なのであ

ります。そうした職務につくことを使命である

と意識し，その使命を全うするために必要な知

識を追い求めて止まない人が配置されねばな り

ません。

文書館をして文書館たらしめるのは，まさに
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アーキウ川イストの存在であろうと考えます。ア

ーキヴィストを欠いては，文書館は単なる古物

倉庫とじての役割しか認めて貰えないでしょう 。

そのアーキヴィストを支える専門学識こそ文書

館学と名付けられねばなりません。「文書館学と

は，史料保存利用施設において，史料の維持管

理と保存管理の全てに役立つ学問的実践的知識

を体系化する学際研究をいう 」と， 以前に書き

ました。

文書館学は確立して固定して しまった化石的

学問ではありません。日々に発生する新しい保

存対象・保存条件に従って，修正 ・発展させね

は、ならない学際研究なのです。同時に文書館設

置を企画し，建設したり， あるいは既設館を改

良するための「望ましい文書館像」を描くため

にも，学問的体系を持つ文書館学が必要となり

ます。ここでも国際水準を配慮せねばなりませ

ん。学問というものは人類共有の知識体系とし

て成り立つものであります。日本の史料を整理

保存するのに，いまさら外国の知識は不要で、あ

るというような独善的態度は，「科学研究」とい

う概念そのものがすでに輸入された概念である

ことを忘れているからでしょう 。文書館学とい

う分野だけが鎖国状態のままであっ てよいとは

思えません。

文書館学のあるべき姿を考える材料として一

例を挙げれば，ユネスコPGI.RAMPからアー

キヴィス ト養成課程での教科目編成を提示した

ものが， 1982年に刊行されました。筆者は リゥー

アプール大学のアーキヴィス ト， マイケル・ク

ック氏です。その大要は拙著 「文書館学への道」

に紹介しておきま したが，情報科学，歴史学，

印刷学，書誌学，保存科学，図書館学，法律学，

社会学，建築工学，管理科学，教育学，出版学，

語学など，実に幅広い学習が要求されています。

とはいえ実際に文書館で勤務されている方たち

にと って， 日常業務をふ りかえってみれば，上

述の事柄は，日常的に遂行している業務内容に

関係していることに気付かれることと思います。

つま り業務そのものが上述の学際的知識を要求

しているのであ ります。 問題はそう した知識を

文書館業務遂行という目的にあわせて，あらか
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じめ体系的なかたちで系統的に学習するのか，

あるいは実務遂行のなかで止むを得ず覚えるの

かという違いであり ます。いずれにせよ意識し

て積極的に学ぶかどうかで成果は違ってくるで

しょう 。ともあれ文書館学は実務と理論の融合

としてあるべきです。

3.文書館学の現状

国際的に見れば， 日本以外の各国でそれぞれ

にその国の実態に応じた文書館学にかかわる論

文や書物が刊行されていますので，学習という

意味では，便宜を与えられています。文書館先

進国の経験を学ぶことは，語学の障壁を越える

気があれば容易であるというこ とです。私の手

元に英語，仏語，独語，イ タリア語と集めてあ

りますので，御覧下さい。

ところで1985年に，ケニアの国立文書館主任

アーキヴ ィスト，ムジラ ・ムセ会ンビ氏が「アー

カイウズ ・マネイジメント ケニアの経験一」

と題する書物を，ナイロビにある出版社から刊

行しました。第 1章植民地時代の文書実務，第

2章独立以前のケニアからの記録破棄 と国外移

動，第3章アメ リカ ・シラ キュース大学マイク

ロフィルム化企画，第 4章移動した文書の探索，

第5章ケニア国立文書館における文書整理と記

述，第6章ケニア国立文書館における新分類シ

ステムの導入一記録群原則適用の実際，第 7章

ケニアにおける記録管理概念とその適用，第8

章専門能力の向上一人および財政，第9章経済

発展企画および研究における文書館の効用，第

10章南西アフリカ諸国における文書館の専門性

向上， という内容です。詳細な内容紹介は控え

ますが，アフ リカにおいてアフリカ人によって

書かれ，刊行された最初の文書館に関する書物

であ ります。

通読して感じたことは，旧宗主国その他の文

書館先進国から，虚心坦懐に学んでいると いう

ことです。これはケニアだけのことではないこ

とは，すでに拙著に紹介したように，ブラ ック

.アフ リカ諸国に共通するとこ ろであり ます。

日本とアフリカとでは，知識水準が違う という

よう にお考え頂きた くないものです。経験豊か
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な先進国から学ぶという態度は，文化大革命後

の中国における文書館政策であることも，拙著

に紹介しておきました。

なお，大会会場では参考資料として， 数点の

資料をお配りしました。「情報資源 ・記録管理 ・

文書保存J (W東京大学史紀要~ 5号 ) I地域史研究

における文書館の役割一西ドイツ J ( W地域市

研究』第15巻3号) I文書館のあり方ーイ タリア

ー J (埼玉県市町村史編さん連絡協議会『会報~lê号)

「裁判記録保存法制定シ ンポジウム報告 永久

保存制度としてのアーカイヴズーJ であります。

すでに御覧頂いている方もおられるかと思いま

すが，発表誌の配布範囲が限られているという

こともありますので，御参加の皆さんの数のコ

ピーを作って頂きました。この参考資料を配布

するについては，大会準備でお忙しい栃木県立

文書館の方々のなみなみならぬ御協力 を頂き ま

した。この場をかりて，厚くお礼申上げ、ます。

お配りしたものは，拙著「文書館学への道」

刊行以後に発表したもので，拙著の欠を補うつ

もりのものであります。これはこれなりの意味

を持っているとは思いますが，拙著の水準を超

えた著作が刊行されております。それは大藤修

・安藤正人共著の 「史料保存と文書館学」であ

ります。僅か一年で私の本がの りこえられてし

まった ことを，私は壊しく思うものであります。

また各地の文書館紀要にもここ数年の聞に，文

書館学構築に貢献する優れた論文が掲載される

ようになっています。その著作や論文に共通す

る特徴は，筆者の整理経験を自己批判的に検討

する姿勢から 出発し，理論的にもまた実務的に

もどう改善 ・改良できるかと， 自らに問うてい

ることであります。

戦後40年間，近世史料を中心に史料保存運動

が進められてきました。そして主として歴史研

究者の聞で，史料利用の観点から整理分類論が

11'なわれた といっても過言ではないでしょう 。

それはそれで止むを得なかったことです。アー

キウィストという専門職を配置した史料保存 ・

利用サーヴィス施設が制度として無かったこと

に帰国するからであ ります。しかし ここ数年の

聞にアーキウ ィス トという職務を自覚的に目指
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す人々が増えて参りました。その人たちは， 「利

用のための主題分類」ではなく， 「永久保存のた

めの整理管理」という観点から史料を取扱う よ

うになったといえます。史料を永久に保存し，

繰り返しの利用サーヴィスに応じるためには，

何が必要かという実践上の問題に直面せさるを

得なかったからであります。そして実務を支え

る正しい理論もまた要請されるのであります。

4.整理管理論へのー提言

文書館学の守備範囲は広がりがありますので，

ここでは整理管理論に絞っ て申上げること にし

ます。きて大藤 ・安藤両氏の著作のはしがきの

末尾に，アメリカのアーキウィスト，シェレン

ノ〈ーグ氏の言葉が引用されております。長文で

すが大藤氏の訳文を紹介します。 Iこれまで史

料整理者はその日その日の状況にばかり追われ

て， しばしば間に合わせの作業手順ですませて

きた。そして一度その手順を採用すると，それ

に疑問を抱いたり， それを改善したりすること

はめったになかった。だから今となっては，史

料整理の多くはなぜ作業が特定の方法で行われ

るのかを，説明できず，彼らがその方法を踏襲

する理由カ、 「前例』 という 言い訳以上のもので

あることはまずない。その方法を批判的に検討

するより も， なんと かこれを支持し，正当化し

ようとするわけだ."...アーキビス トは，幸庁しい

考え方や着想を探究し，もし必要なら過去の方

法や原則の誤 りを正すだけの，プロフ ェッショ

ナルな誠実さを持たなけれは、ならない。」 シェ

レンパーグ :アーカイ ヴズ ・マネージメン ト

1965年。

アメ リカにおいて さえ，つい20年前に刊行さ

れた書物において，シェレンパーグ氏が嘆くよ

うな状況があ ったのです。私たちは出遅れてお

りますが，取戻すこ とは充分可能で‘あ ります。

重要なことは シェレンパーク氏が指摘している

ように，化石化した 「前例」 とか 「しきたり 」

の中に埋没して安住していてはいけない，とい

うこ とです。 とこ ろが最近史料名称を統ーして

コード化するとか， ある いは史料の種類を類型

化するという 考え方が提唱されています。一見
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新しい考え方のように見えますが，文書群の形

成母体を無視するという点で， 「史料を分類する」

という誤りを安易に拡大再生産することにしか

なりません。何故，誤りというのか。それは固

有の性質を持っている文書群を分解して，個別

史料の次元で把握しようという点で，主題分類

論と同根であるからです。

文書群は固有の性質を持っているといいまし

た。一つには，文書群とは歴史的に形成きれた

塊りであるということであります。歴史研究と

は，繰返しのきかない歴史的個性を明らかにす

ることであります。塊りを塊りとしてまず把握

することが先決でし ょう。

二つには，文書群という塊りが出来るのは何

故かということです。人聞は文字や記号，また

図像によ って，意志伝達を行ない，かつ記憶を

形象化してあとに残します。その行為が個人的

に行なわれる場合もあれば，社会集団の記憶装

置として行なわれる場合もあります。前者の場

合でも生涯という時間の堆積の中で塊りとなり

ます。つまり個人的所産も集団的所産も， 「組織
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体」という概念で把握しなけれは、ならない性質

のものなのです。

組織体とは，それぞれに独自の個性を持つ歴

史的形成体であります。その組織体の記憶装置

が文書群とな って残るのであります。組織体に

ついての理論的解明に深入りする時間的余裕が

ありませんので， とりあえず野中郁次郎氏の 「

経営管理J(日経新書)をお読み下さるようお願いい

たします。学問、上の方法として，人聞の行為行

動について，個別次元を捨象して一般論として

普遍的に概念化することは可能ですが，文書館

学的思考にと って必要なのは，普遍的次元と個

別次元の中間領域に実在する人間集団の行為行

動を認識する場として，組織体概念を理解する

ことであります。文書群形成の母体としての組

織体です。文書群固有の性質を考える方法とし

て，組機構造と 管理機能という内的秩序が文書

群に内在しており，それを発見することが整理

管理論の基礎をなすということであります。

(国立史料館)




